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空家等対策の推進に関する特別措置法 

平成二十六年十一月二十七日 法律第百二十七号 

 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域

住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は

財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進

するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を

含む。第十条第二項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家

等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施

策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与するこ

とを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって

居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他

の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は

管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危

険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管

理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境

の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をい

う。 

 

（空家等の所有者等の責務） 

第三条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境

に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

 

（市町村の責務） 
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第四条 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空

家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努め

るものとする。 

 

（基本指針） 

第五条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施

するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするとき

は、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。 

 

（空家等対策計画） 

第六条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するた

め、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」

という。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家

等に関する対策に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用

の促進に関する事項 

六 特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条
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第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第

十項の規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関す

る事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、

情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

 

（協議会） 

第七条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため

の協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町

村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市

町村長が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

（都道府県による援助） 

第八条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関

しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及

び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければ

ならない。 

 

（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者

等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行

うことができる。 

44



２ 市町村長は、第十四条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、

当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせる

ことができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる

場所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にそ

の旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難で

あるときは、この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を

示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し

てはならない。 

 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する

情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施

行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目

的のために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているも

ののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために

利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等

に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の

施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、

関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要

な情報の提供を求めることができる。 

 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、

又は賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさな

45



いよう適切に管理されているものに限る。）を除く。以下第十三条までにおいて同じ。）

に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要

な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者

に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十三条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行

う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情

報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

 

（特定空家等に対する措置） 

第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、

修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま

放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害と

なるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項にお

いて同じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空

家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相

当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図

るために必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係

る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、

相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置

を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提

出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はそ
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の代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長

に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することがで

きる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項

の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を

行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定に

よって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、

前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利

な証拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命

ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても

同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第

四十三号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をし

てこれをさせることができる。 

１０ 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてそ

の措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第一項の助

言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第

三項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。）は、市町村長は、

その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者

に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行

うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者

若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。 

１１ 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他

国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

１２ 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができ

る。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又
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は妨げてはならない。 

１３ 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第

三章（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

１４ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施

を図るために必要な指針を定めることができる。 

１５ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土

交通省令・総務省令で定める。 

 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第十五条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対

策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対

する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に

基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置

その他の措置を講ずるものとする。 

 

（過料） 

第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下

の過料に処する。 

２ 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以

下の過料に処する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定

は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。 

（平成二七年政令第五〇号で、本文に係る部分は、平成二七年二月二六日から、ただ
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し書に係る部分は、平成二七年五月二六日から施行） 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を

勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果

に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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本庄市空き家等の適正管理に関する条例 

平成２５年７月１日 条例第１９号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、空き家等の管理を適正化することにより、倒壊等の事故、犯罪及

び火災を防止し、並びに衛生上の支障を除去し、もって安全で安心な住環境の確保に

寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１） 空き家等 市内に所在する建築物その他の工作物で、常時無人の状態にある

もの及びその敷地並びに空き地（原則として農地及び山林を除く。）をいう。 

（２） 管理不全な状態 次に掲げるいずれかの状態をいう。 

ア 老朽化、自然災害その他の事由により、建築物その他の工作物が倒壊し、又は

その建築材料が脱落し、若しくは飛散し、人の生命、身体又は財産に被害を及ぼ

すおそれがある状態 

イ 草木の繁茂、害虫等の発生等により、周辺の生活環境の保全に支障を及ぼすお

それがある状態 

ウ 不特定の者に建築物その他の工作物及びその敷地に容易に侵入され、犯罪、火

災等を誘発するおそれがある状態 

（３） 特定空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２

７号。以下「法」という。）第２条第２項に規定する特定空家等をいう。 

（４） 所有者等 空き家等を所有し、又は管理する者をいう。 

（５） 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者をいう。 

 

（所有者等の責務） 

第３条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態とならないよう自己の

責任において適正に管理しなければならない。 
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（情報提供） 

第４条 市民は、管理不全な状態であると思われる空き家等を発見したときは、その情

報を市に提供するよう努めるものとする。 

 

（空き家等に関する調査） 

第５条 市長は、第３条の規定による管理が行われていないと認める空き家等があると

き、又は前条の規定による情報の提供があったときは、職員に当該空き家等に関する

調査をさせるものとする。 

２ 市長は、前項の調査を行う場合に必要があると認めるときは、職員に当該空き家等

に立入調査をさせ、又は関係者に質問をさせることができる。 

３ 前２項の規定による調査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者

の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

４ 第１項及び第２項の規定による調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解してはならない。 

５ 市長は、第１項及び第２項の規定による調査等により、空き家等が管理不全な状態

にあると認めるときは、所有者等に対しその旨を通知するものとし、空き家等の所有

者等が判明しないときは、その旨を公示するものとする。 

 

（応急措置） 

第６条 市長は、前条の調査により所有者等が判明しない空き家等が、管理不全な状態

であって、特に危険な状態であると認めるときは、必要最低限の応急の措置を講ずる

ことができる。 

２ 市長は、前項の措置を講じた後に、空き家等の所有者等が判明したときは、その所

有者等から当該措置に係る費用を徴収することができる。 

 

（指導及び勧告） 

第７条 市長は、第５条の調査により、空き家等（特定空家等を除く。次項において同

じ。）が管理不全な状態にあると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置に

ついて指導を行うものとする。 
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２ 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態

にあると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告すること

ができる。 

 

（代行措置） 

第８条 市長は、第５条の調査により管理不全な状態にあると認める空き家等について、

市に空き家等の管理不全な状態を解消するための代行措置の依頼申出があったときは、

所有者等の同意を得たうえで必要な措置を講ずることができる。この場合において、

当該代行措置に係る費用は、所有者等の負担とする。 

２ 前条第２項又は法第１４条第２項の規定による勧告に応じなかったときは、前項の

措置の対象としないものとする。 

 

（補助） 

第９条 市長は、空き家等のうち建築物を第３条の趣旨を踏まえて解体、撤去及び処分

をする者に対し、公益上の必要があると認めるときは、予算の範囲内において、別に

定めるところにより補助金を交付することができる。ただし、第７条第２項又は法第

１４条第２項の規定による勧告に応じなかったときは、その対象としない。 

 

（命令） 

第１０条 市長は、所有者等が第７条第２項の規定による勧告に応じないときは、当該

所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令することができる。 

 

（公表） 

第１１条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由なくその命令に従わ

ないときは、次に掲げる事項を公表することができる。 

（１） 所有者等の氏名及び住所（法人の場合にあっては、その名称、代表者及び主

たる事務所の所在地） 

（２） 空き家等の所在地 

（３） 命令の内容 
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（４） その他市長が必要と認める事項 

２ 市長は、前項の規定により公表するときは、あらかじめ、当該公表に係る所有者等

に意見を述べる機会を与えなければならない。 

 

（関係機関との連携） 

第１２条 市長は、必要があると認めるときは、警察その他の関係機関に協力を求める

ことができる。 

 

（法との関係） 

第１３条 管理不全な状態であると認める特定空家等に対する指導、勧告及び命令につ

いては、法の定めるところによる。 

 

（委任） 

第１４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

 

附 則 

この条例は、平成２５年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２８年６月２８日条例第２７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年３月３１日条例第２１号） 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

53



本庄市空家等対策協議会条例 

令和２年１月６日 条例第１号 

 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」

という。）第７条第１項の規定に基づき、市長の附属機関として、本庄市空家等対策

協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

（１） 法第６条第１項に規定する空家等対策計画の策定及び変更並びに実施に関す

ること。 

（２） その他空家等に関する対策の推進に関し、市長が必要と認めること。 

 

（組織） 

第３条 協議会は、会長及び委員１０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 識見を有する者 

（２） 地域団体の関係者 

（３） 市議会議員 

（４） その他市長が必要と認めた者 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

54



３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、委員のうちから会長が指名する者をもって充てる。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 会議の議長は、会長をもって充てる。 

３ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

５ 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を

聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 

（部会） 

第７条 協議会は、必要があると認めるときは、第２条に掲げる事項等を調査及び審議

するため、部会を置くことができる。 

 

（守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同

様とする。 

 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、都市整備部において処理する。 

 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定

める。 

 

55



附 則 

 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

（準備行為） 

２ 第３条第２項の規定による協議会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施

行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。 

（本庄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 本庄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年

本庄市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

 

別表都市計画審議会委員の項の次に次のように加える。 

空家等対策協議会委員 日額 ６，２００円
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本庄市空家等対策委員会設置規程 

平成３１年１月１６日 訓令第１号 

 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」

という。）第１条の目的を踏まえ、本市の空家等の対策を総合的かつ計画的に推進す

るため、本庄市空家等対策委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 空家等の施策及び事業に関すること。 

（２） 法第２条第２項に規定する特定空家等の判定及び措置に関すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、空家等の対策に必要な事項に関すること。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。 

３ 副委員長は、都市整備部長の職にある者をもって充てる。 

４ 委員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 

 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上が出席しなければ、その会議を開くことができない。 

３ 委員は、自らが会議に出席できないときは、所属職員のうち課長級以上の者を代理
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として出席させることができる。 

４ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて説明若しくは

意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

５ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

６ 委員長が急施を要すると認めたときは、各委員に合議して会議に代えることができ

る。 

 

（部会） 

第６条 委員会は、専門的又は個別的事項を審査又は審議するために部会を設置する。 

２ 部会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 委員会に提出する議案に係る調査及び検討に関すること。 

（２） 委員会において指示された事項についての調査研究に関すること。 

３ 部会長は、都市整備部都市計画課長をもって充てる。 

４ 部会員は、別表第２に掲げる職にある者をもって充てる。 

５ 部会は、部会長が招集し、会議の議長となる。 

６ 部会員は、自らが会議に出席できないときは、所属職員のうち主査級以上の者を代

理として出席させることができる。 

７ 部会は、必要があると認めるときは、部会員以外の者に出席を求めて説明若しくは

意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。 

 

（その他） 

第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委

員会に諮って定める。 
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附 則 

この訓令は、公示の日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２９日訓令第９号） 

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第３条関係） 

企画財政部長 総務部長 市民生活部長 経済環境部長 

 

別表第２（第６条関係） 

企画財政部企画課長 企画財政部財政課長 総務部行政管理課長 総務部課税課長

市民生活部市民活動推進課長 市民生活部危機管理課長 経済環境部環境推進課長

経済環境部支所環境産業課長 都市整備部建築開発課長 
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本庄市空き家除却補助金交付要綱 

平成２５年８月１日 告示第２８３号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本庄市空き家等の適正管理に関する条例（平成２５年本庄市条例

第１９号。以下「条例」という。）第９条の規定に基づき、空き家等のうち建築物を

除却する者に対し、予算の範囲内で本庄市空き家除却補助金（以下「補助金」という。）

を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、本庄市補助金等交付規則（平成１８年本庄市規則

第４３号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助対象空き家） 

第２条 空き家等のうち解体、撤去及び処分の補助の対象となる建築物（以下「補助対

象空き家」という。）は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長

が必要と認めた場合は、この限りでない。 

（１） 市内に存し、昭和５６年５月３１日以前に工事に着手された建築物であるこ

と。ただし、昭和５６年６月１日以後に増築又は改築されたものを除く。 

（２） 補助対象空き家並びに当該補助対象空き家と一体的な利用に供される敷地及

び建築物が、１年以上使用のない状態であるもの 

（３） 公共事業等の補償の対象となっていないもの 

（４） 所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利の権利者から除却につ

いて同意を得ているもの 

（５） 国又は地方公共団体が所有していないもの 

（６） 本庄市木造住宅耐震改修等補助金交付要綱（平成２２年本庄市告示第８３号）

に規定する補助金の交付を受けていないもの 

 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、市税に滞納

がない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市長が必要
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と認めた場合は、この限りでない。 

（１） 補助対象空き家の登記事項証明書（未登記の場合は地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第３４１条第１３号に規定する家屋補充課税台帳）に所有者として

記録されている者（以下「所有者」という。） 

（２） 前号に規定する所有者の相続人（以下「相続人」という。） 

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象空き家が複数人の共有又は相続財産である場合

において、当該共有者全員又は相続人全員から当該空き家の除却について同意を得ら

れない者は、補助対象者としない。ただし、補助金の交付の申請をしようとする者（以

下「申請者」という。）が、紛争等が生じた場合の誓約書（様式第１号）を提出する

場合については、この限りでない。 

 

（補助対象工事） 

第４条 補助金の交付の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、次のい

ずれにも該当するものとする。 

（１） 補助対象者が発注する補助対象空き家の解体、撤去及び処分に係る工事であ

ること。 

（２） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）別表第１の下欄に掲げる土木工事業、

建築工事業若しくはとび・土工工事業に係る同法第３条第１項の許可を受けた者又

は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号。以

下「建設リサイクル法」という。）第２１条第１項の登録を受けた者が請け負う工

事であること。 

（３） 第７条第１項の規定による補助金の交付を決定した日以降に着手する工事で

あること。 

 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象工事に要した費用（補助対象空き家の登記事項証明書

又は固定資産家屋証明書に記載された床面積１平方メートルにつき１万円を限度とす

る。）に２分の１を乗じて得た額で、１敷地につき別表に定める額を限度とする。こ

の場合において、その額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て
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るものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 申請者は、工事着手前に、本庄市空き家除却補助金交付申請書（様式第２号）

に次に掲げる書類等を添付し、市長に提出しなければならない。 

（１） 位置図 

（２） 補助対象工事に要する費用の見積書 

（３） 現況写真 

（４） 相続人が申請する場合は、所有者の戸籍謄本又は除籍謄本 

（５） 委任を受けた代理人が手続をする場合は、所有者又は相続人の委任状 

（６） 登記事項証明書又は固定資産家屋証明書 

（７） 市税に滞納がない証明書 

（８） 適正管理に係る誓約書（様式第３号） 

（９） 補助対象工事を行う建設業者の建設業許可証の写し又は建設リサイクル法第

２３条第２項の規定による通知の写し 

（１０） その他市長が必要と認める書類等 

 

（補助金交付及び不交付の決定） 

第７条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、及

び補助金の交付の可否を決定し、本庄市空き家除却補助金交付（不交付）決定通知書

（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定をする場合において、必要があると

きは、当該補助金の交付決定に条件を付することができる。 

 

（変更又は中止） 

第８条 前条第１項の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」

という。）は、補助対象工事の内容を変更しようとするとき、又は補助対象工事を中

止しようとするときは、本庄市空き家除却補助金変更（中止）申請書（様式第５号）

に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。 
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２ 市長は、前項に規定する申請書の内容を承認したときは、補助金の交付の決定を変

更し、又は中止し、本庄市空き家除却補助金変更（中止）決定通知書（様式第６号）

により申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による通知をする場合において、当初の交付決定内容又はこれ

に付した条件等を変更することができる。 

 

（実績報告） 

第９条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに本庄市空き家除却補

助金実績報告書（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければな

らない。 

（１） 工事請負契約書の写し 

（２） 工事完了写真 

（３） 工事を行った者の工事完了証明書 

（４） 工事代金領収書又は請求書の写し 

（５） 廃棄物処理に関する処分証明書 

（６） その他市長が必要と認める書類等 

 

（補助金の交付額の確定） 

第１０条 市長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、本庄市空き家除却補助金

交付額確定通知書（様式第８号）により交付決定者に通知するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第１１条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとす

るときは、速やかに本庄市空き家除却補助金交付請求書（様式第９号）を市長に提出

しなければならない。 

 

（補助金の交付） 

第１２条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、交付決定者に対し

て、速やかに補助金を交付するものとする。 
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（交付決定の取消し） 

第１３条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助

金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、本庄市空き家除却補助金交付決定取消通

知書（様式第１０号）により交付決定者に通知するものとする。 

（１） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２） 補助金を他の用途に使用したとき。 

（３） 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（４） 補助対象空き家の存した敷地において、補助対象工事完了後、法第１４条第

２項又は条例第７条第２項の勧告を受けたとき。 

 

（補助金の返還） 

第１４条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した

場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、本庄市空き

家除却補助金返還請求書（様式第１１号）により既に補助した額の全部又は一部につ

いて返還を請求するものとする。 

 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この告示は、平成２５年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２８年６月２８日告示第２３８号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成２８年１０月７日告示第３７０号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和２年３月３１日告示第１３０号） 

 

（施行期日） 

１ この告示は、令和２年１０月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ 改正後の本庄市空き家除却補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日（以下「施

行日」という。）以後に補助金の交付を申請する者について適用し、施行日前までに

申請をする者については、なお従前の例による。 

 

別表（第５条関係） 

区域区分 補助限度額 

本庄市立地適正化計画（平成３０年３月策

定）に定める居住誘導区域 

５００，０００円

居住誘導区域以外の区域 ３００，０００円
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本庄市中心市街地等ポケットパーク整備事業実施要綱 

平成２６年４月１日 告示第１３７号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、空き地を予算の範囲内でポケットパークとして整備し、公共利用

することに関し必要な事項を定めることにより、地域における生活の利便性の向上及

びコミュニティ活動の促進を図り、もって周辺住民の居住環境の改善に寄与すること

を目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１） 中心市街地等 本庄市中心市街地活性化基本計画（平成１２年３月策定）に

定める中心市街地約４０ヘクタール及び本庄地方拠点都市地域基本計画（平成７年

３月計画承認）に定める児玉駅周辺地区約２０ヘクタールをいう。 

（２） ポケットパーク 中心市街地等の道路沿い又は街区内の空き地等の狭い面積

の土地を利用した広場で、地域の生活環境の向上を図る場又は気軽に休める憩いの

場として利用できる空間をいう。 

（３） 道路等 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２条又は建築基準法（昭和

２５年法律第２０１号）第４２条に規定する道路 

 

（対象用地） 

第３条 ポケットパークに利用する用地は、次に掲げる要件に適合するものでなければ

ならない。 

（１） 中心市街地等に所在する用地であり、道路等に接していること。 

（２） 本庄市空き家等の適正管理に関する条例（平成２５年本庄市条例第１９号）

の趣旨に基づき、建築物その他の工作物が除却されて生じた空き地であること。 

（３） 無償により市に貸与できる用地であること。 
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（使用貸借契約） 

第４条 対象用地の確保に当たっては、使用貸借契約書（別記様式）により契約を締結

するものとする。 

２ 使用貸借契約期間は５年間とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この

限りでない。 

 

（その他） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、中心市街地等ポケットパーク整備事業の実施に

関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 
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用語集 

 

 語句 内容 

１ 空家等  空家等対策の推進に関する特別措置法第２条第１項

に規定。以下、抜粋。 

 建築物又はこれに附属する工作物であって、居住そ

の他の使用がなされていないことが常態であるもの及

びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）

をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管

理するものを除く。 

２ 空き家等  本庄市空き家等の適正管理に関する条例第２条に規

定。以下、抜粋。 

 市内に所在する建築物その他の工作物で、常時無人

の状態にあるもの及びその敷地並びに空き地（原則と

して農地及び山林を除く。）をいう。 

３ 建築物 「建築物」とは、建築基準法（昭和２５年法律第２０

１号）第２条第１号の「建築物」と同義であり、土地に

定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するも

の（これに類する構造のものを含む。）これに附属する

門又は塀等をいいます。 

４ これに附属す

る工作物 

「これに附属する工作物」とは、ネオン看板など門

又は塀以外の建築物に附属する工作物をいいます。 

５ 本庄市総合振

興計画 

本市のまちづくりの最上位計画であり、本市の将来

像、まちづくりの基本理念、将来像の実現に向けた政

策大綱や具体的な取り組みを定めています。 

６ 本庄市都市計

画マスタープ

ラン 

都市計画法に基づいて定める「市町村の都市計画に

関する基本的な方針」であり、都市づくりの基本的な

方針や取り組みなど都市計画全体の指針を定めていま

す。 

７ 本庄市立地適

正化計画 

居住や都市機能の誘導を図る区域を設定し、これら

を誘導するための施策等を定めることにより、持続可

能な都市へと緩やかに誘導していく制度です。 

８ 居住その他の

使用がなされ

ていないこと

「居住その他の使用がなされていないことが常態で

ある」とは、建築物又はこれに附属する工作物、及び

その敷地が長期間にわたって使用されていない状態を
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が常態である いい、例えば概ね年間を通して使用実績がないことを

いいます。 

９ 特定空家等  空家等対策の推進に関する特別措置法第２条第２項

に規定。以下、抜粋。 

 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる

おそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれ

のある状態、適切な管理が行われていないことにより

著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境

の保全を図るために放置することが不適切である状態

にあると認められる空家等をいう。 

１０ 国勢調査  国内に住んでいるすべての人及び世帯を対象とする

国の統計調査であり、国内の人口や世帯の実態を明ら

かにするため、５年毎に実施されます。 

１１ 住宅・土地統

計調査 

 国内における住宅及び住宅以外で人が居住する建物

に関する実態並びにこれらに居住している世帯に関す

る実態を５年毎に調査し、その現状と推移を全国及び

地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策

の資料を得ることを目的としています。 

１２ 二次的住宅  別荘等の週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的

で使用される住宅で、普段は人が住んでいない住宅や、

普段住んでいる住宅とは別に、残業等で遅くなったと

きに寝泊りするなど、たまに寝泊りする人がいる住宅

をいいます。 

１３ その他の住宅 二次的住宅、賃貸用又は売却用の住宅を除く、他に人

が住んでいない住宅をいいます。 

（例：居住世帯が長期不在となっている住宅、建替えな

どのために取壊すことになっている住宅。） 

１４ 固定資産税・

都市計画税の

住宅用地特例 

住宅用地については、税負担を特に軽減する必要か

ら課税標準の特例措置が設けられています。 

１５ 改定本庄市建

築物耐震改修

促進計画 

 昭和５６年５月３１日以前に工事に着手された、住

宅及び多数の者が利用する建築物等の耐震化を促進す

ることにより、災害に強いまちづくりの実現を目指し、

地震による建築物の被害・損傷を最低限に止める減災

の視点を基本において、市民の生命と財産を保護する

ことを目的した計画です。 
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１６ 統合型 GIS GIS…地理情報システム 

（Geographic Information System） 

 組織の中で、デジタル地図及び地図上に落とした情

報等の地理情報システムを共有し、担当間の情報共有

の効率化を図るためのシステムをいいます。 

１７ 不同沈下  建築物の基礎や構造物自体が不揃いに沈下するこ

と。沈下が発生すると柱や梁、壁などに影響が発生する

とともに、建築物の傾斜などの障害が発生します。 

１８ 擁壁  高低差のある土地において、土砂の崩れを防ぐため

に設けられる壁状の工作物をいいます。 

擁壁の構造や維持管理が悪いと、豪雨や地震のとき

に崩れることがあります。 

１９ 相続財産管理

人 

 相続人の存在、不存在が明らかでないときに、家庭裁

判所が申立てにより、相続財産の管理人を選任します。 

 相続財産管理人は、被相続人（亡くなった方）の債権

者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を

行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることにな

ります。 
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